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ベースマシン
お客様の特殊架装車両のご要望に応じて台車となる部分を販売しております。

※架装サイズにより対応しておりますのでご相談•お問合せ下さい。

1 税制措置紅l阻Lてみ主せんか？ I 趾幽

中小企業経営強化税制 2027年3月31 日まて
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ウインブルヤマグチでは以下の機械が優遇税制の対象となります。
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制度効果

資本金3000万円以下

資本金3000万円超え
～

1億円以下

対象事業者

対象車両要件

計画書

中小企業経営強化税制

疇三疇

％

青色申告をしている個人または
中小企業のお客様

①生産性年平均1％以上向上
②単品760万円以上
③発表から70年以内
④新車（中古車は対象外）

必要 「経営力向上計画」の認定

※ 詳細はお客様の顧問税理士・専門家などへお問い合わせください。

証明書の発行は弊社、またはお近くの販売店までお問い合わせください。
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